全建統一様式
（様式第１号関係）
施　工　体　制　台　帳  関  係
（解　説　書）
①新しい建設業法遵守の手引抜粋･･･････P44～P49
　　　（平成１６年５月・国土交通省監修）

　 ②建設業法抜粋････････････････････････P50～P53
　 ③通達････････････････････････････････P54～P57

１．施工体制台帳の整備など

　建設工事は、ゼネコンから専門工事業まで、下請、孫請などによる分業体制で施工されていきます。こうした分業体制の下で適正かつ効率的な施工を確保するためには、元請業者が工事現場ごとに、下請、孫請などその工事にかかわるすべての業者の状況、その技術者の設置などの施工体制を的確に把握していることが前提です。

　元請業者が施工体制を十分把握していないと、工事が円滑に進まず、品質、工程、安全など施工上のトラブルが発生しやすくなったり、不良不適格業者の参入、一括下請負、安易な重層下請などにより、生産効率の低下や手抜き工事などが生じたりします。

　このため、平成３年２月の建設省通知で、施工体制台帳の整備が指導されていましたが、平成６年の法改正で、さらに次のとおり建設業法上の義務とされました。

（１）施工体制台帳　　

　特定建設業者が、発注者から直接請け負う元請となって、３０００万円（建築一式工事の場合は、４５００万円）以上を下請に出すときには、下請、孫請などその工事にかかわるすべての業者名、それぞれの工事の内容、工期などを書いた施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならないほか、下請に対して（２）の再下請負通知をしなくてはならない旨を通知し、かつ、工事現場の見やすいところに、元請である特定建設業者の名称と再下請通知書の提出先を掲示しなければなりません。

　また、その特定建設業者は、発注者から請求があれば、工事現場ごとに備えた施工体制台帳を、発注者に閲覧させなければなりません。

　さらに、入札契約適正化法に規定する公共工事についてはその写しを、発注者に必ず提出しなければなりません。

　これらに違反すると監督処分の対象になります。

（２）再下請負通知　　
　施工体制台帳が作成される工事を受けた下請業者が、さらにその工事を孫請業者に再下請したときには、その再下請の工事の内容、工期などを、もともとの受注者である特定建設業者に通知しなければなりません。

　また、孫請業者に対しては、元請である特定建設業者の名称、再下請負通知をしなければならない旨及び再下請負通知書の提出先を通知しなければなりません。（以上第24条の7第1項～第3項）
　元請である特定建設業者は、再下請負通知書がきちんと提出されるよう、下請や孫請を指導することが必要です。

　これらに違反すると監督処分の対象になります。

（３）施工体系図　　　　　
　さらに、その特定建設業者は、施工体制台帳や下請業者からの再下請の通知をもとに、各下請の施工の分担関係を表示した施工体系図を作り、工事現場の見やすい場所（入札契約適正化法に規定する公共工事については工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所）に掲示しておかなければなりません。（第24条の7第4項）

　これに違反すると監督処分の対象になります。

２．下請業者の指導、違反是正
　建設工事には多数の下請、孫請業者が参加しますが、従来必ずしもそれら下請、孫請業者などの中には、法令の理解が十分でなく、様々な問題を生ずることもありました。

　そこで、特定建設業者が発注者から直接請け負った元請の場合には，下請業者などが建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に違反しないよう指導に努めなければならないこととされています。特定建設業者は、その直接の下請業者だけでなく、孫請業者など建設工事全体の業者に対して指導に努める責任があります。

　その指導にもかかわらず、下請業者などがその法令に違反したときは、違反の是正を求めるよう努めなければなりません。

　さらに、特定建設業者が違反是正を求めたにもかかわらず下請業者などが違反を是正しない場合には、国土交通大臣（地方整備局長等）又は都道府県知事（許可行政庁）、又は建設工事が行われている都道府県の知事に通報しなければなりません。（以上第24条の6）
この通報を怠ると、監督処分の対象になります。

３．工事現場への技術者の配置
　建設工事の適性な施工のためには、実際に施工している工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。

　このため、建設業法では、建設工事の施工の技術上の管理を行う主任技術者又は監理技術者を工事現場に置かなければならないこととしています。

（第26条第1項、第2項）
　主任技術者、監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、施工従事者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

　また、施工従事者は、その指導に従わなければなりません。（以上第26条の3）

　これらの技術者を置かなかったら、監督処分、罰則の対象となります。また、置いていてもその施工管理が著しく不適当な場合には、監督処分の対象になります。（第28条）
（１）主任技術者　　　
　（２）の監理技術者を置かなければならない特定建設業者以外の建設業者は、元請であれ下請であれすべて、建設工事を施工するときは、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。

（第26条第1項）

　主任技術者に必要な資格・経験は、一般建設業の許可のため営業所に置かなければならない技術者と同じで、具体的には、次のような資格・経験です。

	①　当該建設工事の種類に応じた関連学科の高校卒業後５年以上の実務経験者、関連学科

　の大学卒業後３年以上の実務経験者

②　当該建設工事の種類に応じた１０年以上の実務経験者

③　それらと同等以上の知識、技術、技能がある者（当該建設工事の種類に応じた一定の

　資格取得者など）

（例）土木一式工事…１、２級土木施工管理技士、技術士など

　　　建築一式工事…１、２級建築施工管理技士、１、２級建築士




（２）監理技術者　　　
　発注者から直接請け負った特定建設業者は、元請として一定額（３０００万円、建築では４５００万円）以上の工事を下請させる場合には、工事現場に監理技術者を置かなければなりません。（第26条第2項）

　監理技術者に必要な資格・経験は、特定建設業の許可のため営業所に置かなければならない技術者と同じで、具体的には、次のような資格・経験です。

	1 当該建設工事の種類に応じた高度な技術検定合格者、免許取得者（＝１級の技術検定

　合格者、技術士、１級建築士）

（例）土木一式工事…１級土木施工管理技士、技術士など

　　　建築一式工事…１級建築施工管理技士、１級建築士

2 主任技術者の要件①、②又は③に該当し、かつ、当該建設工事の種類に応じて元請と

　して４５００万円以上の工事を２年以上指導監督した実務経験者

③　それらと同等以上の能力がある者




　ただし、その特定建設業が指定建設業（土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業）である場合には、①（１級の技術検定合格者、技術士、１級建築士）又は①と同等以上の能力がある者が監理技術者でなければなりません。

4．専門技術者の配置

　土木工事業や建築工事業の業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合（例えば、住宅の建築工事の中の、大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事など）には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者（専門技術者）を置いて、その技術管理をやらせなければなりません。

　このため、土木、建築の一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する建設業者は、

1 　一式工事の主任技術者、監理技術者が、その専門工事についての主任技術者の資格も持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる、

2 　一式工事の主任技術者、監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する、

3 　その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請する、

のいずれかを選ばなければなりません。

　

また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に付帯する他の建設工事をすることができますが、その場合も、当該工事に関する専門技術者を置かなければなりません。（以上第26条の2）
　これらに違反すると、監督処分、罰則の対象になります。

5．主任技術者、管理技術者の現場専任制度

 公共性のある工作物の重要な工事については、３の主任技術者、監理技術者は、工事現場ごとに、専任でなければなりません。（第26条第3項）
　公共性のある工作物の重要な工事とは、次の工作物の工事で代金が建築5000万円以上、その他2500万円以上のものです。

	· 国、地方公共団体発注の工作物

· 鉄道、索道、道路、上下水道などの公共性のある施設

· 電気事業用施設、ガス事業用施設

· 学校、図書館、寺院、工場、病院、デパート、事務所、ホテル、共同住宅など公衆又は多数の者が利用する施設


　結局、個人住宅を除いて、ほとんどの工事が対象になります。

これに違反すると、監督処分、罰則の対象になります。

６．監理技術者資格者証

　3（２）、５により特定建設業者が専任の監理技術者を置かなければいけないもの（公共性のある工作物の重要な工事で、元請として一定額以上の工事を下請に出す工事）のうち、国、地方公共団体、公共法人などが発注者となる公共工事については、その監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものの中から選ばなければなりません。

　そして、発注者から請求があれば、その監理技術者資格者証を提示しなければなりません。

（以上第26条第4項、第5項）
　これは、国、地方公共団体などの公共工事は税金で賄われていることから、工事の適正な施工をより厳密に確保する必要があり、資格・経験がある技術者の専任を強力に担保でき、さらにそれを発注者の求めに応じて確認できるようにするためです。

　従来これは、指定建設業５業種（当時）の公共工事に限っており、名称も指定建設業監理技術者資格者証でしたが、平成６年の法改正で、指定建設業のみならず、２８業種全部の公共工事に資格者証が必要となりました。

　資格者証の有効期間は５年で、申請により更新できます。

７．技術検定

建設業法は、建設施工技術の向上を図るため、各種目１、２級の技術検定制度を設けています。

（第27条）

これら技術検定の合格者と合格者を雇用している建設業者には、次のような特典があります。

①　１、２級合格者すべて、次表の業種に応じて、一般建設業の営業所に置く専任の技術者、主任技術者の資格を満たすものとして扱われます。

②　１級合格者は、特定建設業（特定建設業もそれ以外も）の営業所に置く専任の技術者、監理技術者について、次表の業種に応じて、その資格を満たすものとして扱われます。

③　元請としての指導監督実務経験ある２級合格者は、次表の業種に応じて特定建設業（指定建設業を除く。）の営業所に置く専任の技術者、監理技術者の資格を満たすものとして扱われます。

④　合格者は、それぞれの資格に応じて、１級土木施工管理技士など「○○技士」の称号が使えます。

⑤　合格者を雇用している建設業者としても、経営事項審査において、１級合格者は５点、２級合格者は２点としてカウントされます。

　検定種目と試験実施機関、その合格者が資格を持てる業種は次のとおりです。

	検　定　種　目
	試　験　実　施　機　関
	合格者が資格を持てる業種

	建設機械施工１、２級
	（社）日本建設機械化協会
	土木工事業、とび・土工工事業

ほ装工事業

	土木施工管理１、２級※
	（財）全国建設研修センター
	土木工事業、とび・土工工事業

石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業、しゅんせつ工事業

塗装工事業、水道施設工事業

	管工事施工管理　１、２級
	（財）全国建設研修センター
	管工事業

	造園施工管理　１、２級
	（財）全国建設研修センター
	造園工事業

	建築施工管理１、２級※
	（財）建設業振興基金
	建築工事業、大工工事業、

左官工事業、とび・土工工事業

石工事業、屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業、鉄筋工事業

板金工事業、ガラス工事業

塗装工事業、防水工事業

内装仕上工事業、熱絶縁工事業

建具工事業

	電気工事施工管理　１、２級
	（財）建設業振興基金
	電気工事業


※　土木施工管理、建築施工管理の２級合格者は、検定種別によって資格がとれる業種が異なります。

は指定建設業。

８．標識の設置

　建設業者は、一般建設業であれ、特定建設業であれ、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲示しなければなりません。（第40条） 
	· 一般建設業、特定建設業の別

· 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業

· 商号又は名称

· 代表者の氏名

· 主任技術者又は監理技術者の氏名


これに違反すると、監督処分、罰則の対象になります。

９．見積条件と現地の条件が違う場合の対応

　元請たる総合工事業者と下請けたる専門工事業者との間では、対等公正、信義誠実の原則に基づいて契約、施工しなければなりませんが、それは、実際に施工を始めてから各種見積条件と現地の条件が異なっている場合対応も同様です。

　ところが、実際には元請業者からの口頭のみの指示で下請け業者が工事を変更させられたり、変更工事による代金の変更、精算がスムースでなかったりと、いろいろとトラブルが発生しています。

　このため、平成６年３月、建設生産システム合理化推進協議会では、「総合工事業者・専門工事業者間における条件変更時の適正な手順等に関する指針」を策定し、見積条件と実際の施工条件が異なっていた場合にも、書面主義、対等性の確保などの適正な対応を取り決めています。

参考資料（建設業法・抜粋）
　

（第24条の6）【下請負人に対する特定建設業者の指導等】

①　発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

②　前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

③　第１項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

（第24条の7）【施工体制台帳及び施工体系図の作成等】

①　特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

②　前項の建設工事の下請負人は、その請負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は、名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

③　第１項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
④　第１項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に揚げなければならない。
（第26条）【主任技術者及び監理技術者の設置等】

①　建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理つかさどるもの（以下「主任技術者」という。）を置かなければならない。

②　発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が第３条第１項第２号の政令で定める金額以上になる場合おいては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第１５条第２号イ、ロ又はハに該当するもの（当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号にイに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号にイに揚げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。

③　公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、前２項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

④　国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第２７条の１８第１項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第２６条の４から第２６条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 
⑤　前項の規定により選任された監理技術者は、同項の工作物の発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

（第26条の2）
①　土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事（第３条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 

②　建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工する場合においては、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

（第26条の3）【主任技術者及び監理技術者の職務等】

①　主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

②　工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

（第27条）【技術検定】
①　国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。　

②　前項の検定は、学科試験及び実地試験によって行う。

③　国土交通大臣は、第１項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。

④　合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

⑤　第１項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。

（第28条）【指示及び営業の停止】

①　国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定（第１９条の３、第１９条の４及び第２４条の３から第２４条の５までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正化法」という。）第１３条第３項の規定により読み替えて適用される第２４条の７第４項を含む。第４項において同じ。）若しくは入札契約適正化法第１３条第１項若しくは第２項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第４１条第２項又は第３項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。

一　建設業者が建設工事を適正に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

ニ　建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

三　建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員）又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法及びこれに基づく命令を除く。）に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

四　建設業者が第２２条の規定に違反したとき。

五　第２６条第１項又は第２項に規定する主任技術者又監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。

六　建設業者が、第３条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。

七　建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第３条第１項第２号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。

八　建設業者が、情を知つて、第３項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第２９条の４第１項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。

②　都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第３条第１項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号の１に該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。

一　建設工事を適正に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

ニ　請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

③　国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第１項各号の１に該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号の１に該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、１年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

④　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内おける営業に関し、第１項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは入札契約適正化法第１３条第１項若しくは第２項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

⑤　都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内おける営業に関し、第１項各号の１に該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、１年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

⑥　都道府県知事は、前２項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

⑦　国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項第１号若しくは第３号に該当する建設業者又は第２項第１号に該当する第３条第１項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

（第40条）【標識の掲示】 

　建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第１の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

                                                                      国官技第７０号

                                                                      国営技第３０号

平成１３年３月３０日

各地方整備局企画部長

　　　　　　営繕部長　　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大臣官房技術調査課長

大臣官房営繕技術管理室長

施工体制台帳に係る書類の提出について

　標記について、別紙要領により実施することにしたので通知する。

　なお、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成７年９月２５日付け建設省技調発第１８２号、平成８年７月１日付け建設省営監発第４７号）は廃止する。

（別　紙）

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領

1． 目的

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく適正な施

工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体

制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制の把握をするとともに、請

負者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項について提出させ、発注者におい

ても的確に施工体制を把握することを目的とする。

2． 対象工事

　工事を施工するために、締結した下請契約の代金の額（当該下請が二以上あるときは、

それらの請負代金の総額）が３，０００万円（建築一式工事においては４，５００万円）

以上になる工事。

3． 記載すべき内容

（1） 建設業法第二十四条の七第一項及び建設業法施行規則第十四条の二に掲げる

事項

（2） 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

（3） 監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任し

ている場合のみ）の顔写真

（4） 一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期

（注1） 提出様式は別紙様式を参考とする。

（注2） 施工体制台帳の作成方法等とは「施工体制台帳の作成等について」（平成１３

年３月３０日付け国総建第８４号を参考とする。

※（注１）、（注２）ともに全建統一様式を参照のこと。

4． 提出手続き

　主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係る書類を、

工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が生じる場合は、そのつ

ど、提出させるものとする。

5． 提出根拠

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１３条

・土木工事共通仕様書　第１編共通編「１－１－１３施工体制台帳」

6． 適用

　この要領は、平成１３年４月１日以降に発注する工事に適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国コ企第３号

平成１３年３月３０日

各地方整備局技術調整管理官　あて

大臣官房技術調査課

建設コスト管理企画室長

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置について

　　「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１３年３月３０日付け国官技第７

　０号、国営技第３０号）は大臣官房技術調査課長及び営繕技術管理室長より通知したと

　ころであるが、施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領の改正に伴う追加措置

　については、別添特記仕様書記載例を参考に、特記仕様書に記載して対応されたい。

別添　特記仕様書記載例

【施工体制台帳】

　　　　　　

　請負者は、注1)別紙「様式例4（工事担当技術者）」を追加して施工体制台帳を作成し工

事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。なお、様式には監理技術者、

主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専門している場合のみ）の顔写

真、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。　
【現場の管理】（必要に応じ記載）

　請負者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任

している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び

社印の入った名札を着用させるものとする。

　注2)＜名札の例＞

注1） 全建参考書式・施工体制台帳（工事担当技術者）様式を参照のこと。

注2） 全建参考書式・施工体制台帳　監理（主任）技術者用名札様式を参照のこと。　

PAGE  
15

